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◆ [債務再編による収益] 

企業が債務再編を行う場合、債務再編契約または協議が発効し、かつ出資持分変更手続の完成時に、経 
理上その収益を認識します。2003 年 3 月 1 日以前及び 2008 年 1 月 1 日以降の収益には課税されません 
が、その以外の期間の収益については課税されます。 

 
◆ [固定資産の新規購入時の税金計算について] 

企業が固定資産を新規に購入して使用しているにも関わらず、工事代金が未決済のため全額の領収書を取

得していない場合、まず契約書上の金額を固定資産の税額計算基礎として減価償却を行い、領収書の入手後

に調整を行なう。当該調整は使用後 12 ヵ月以内に行われなければならない。 
 

◆ [企業の開業準備期間に発生した費用について] 
企業は事業を開始した年度から損益計算を開始し、それ以前の開業準備期間に発生した費用については、

事業を開始した年度に一括して費用処理するか、もしくは、長期前払い費用として一定期間にわたり償却す

る。 
◆ [持分投資業務を行う企業の交際費] 

持分投資業務を行う企業（グループ会社の本部・ベンチャーキャピタル等を含む）は、被投資企業から 
分配された配当及び持分譲渡収入について、規定の比率に基づいた金額を交際費と相殺控除することができ 
る。 
 

←解 説  
 

「「「企企企業業業所所所得得得税税税法法法ののの実実実施施施   
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などの 8 つの収益をどのように認識すべきか 
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前回に引き続き、最近発行

した通知内容です。公布され

た法令の施行細則や実務上

の指針が発表されて初めて、

大幅な税額減を認識できるこ

ともあります。最新の情報を

仕入れたいものですね。 


